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次
世
代
の
党  

綱
領 

   

日
本
よ
、
永
遠
で
あ
れ
。
我
々
は
、
永
遠
の
時
の
流
れ
に
あ
っ
て
、
祖
先
か

ら
受
け
継
い
で
き
た
日
本
国
と
日
本
民
族
の
歴
史
と
伝
統
、
そ
し
て
文
化
を
次

世
代
に
引
き
継
ぐ
責
務
を
負
っ
て
い
る
。
有
史
以
来
、
国
内
に
お
け
る
争
い
や

天
災
だ
け
で
な
く
、
外
国
か
ら
の
干
渉
や
襲
来
を
乗
り
越
え
て
、
我
々
の
祖
先

が
日
本
を
守
り
抜
い
て
き
た
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
現
代
の
日

本
に
生
き
る
我
々
の
使
命
は
、
世
界
文
明
の
大
転
換
期
に
あ
っ
て
、
日
本
の
独

立
と
繁
栄
を
守
り
、
我
々
の
子
供
や
孫
、
ま
だ
生
ま
れ
ぬ
将
来
世
代
に
対
し
、

誇
る
べ
き
日
本
を
確
実
に
引
き
継
ぐ
と
と
も
に
、
世
界
の
平
和
と
人
類
社
会
の

進
歩
に
貢
献
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。 

  

他
方
で
今
、
我
々
は
、
日
本
の
将
来
に
強
い
危
機
感
を
抱
い
て
い
る
。
国
際

的
な
大
競
争
時
代
の
下
、
国
内
で
は
急
速
な
少
子
高
齢
化
が
進
展
し
、
日
本
の

国
力
は
多
く
の
分
野
で
停
滞
・
弱
体
化
す
る
と
同
時
に
、
過
疎
化
に
よ
り
地
方

の
活
力
も
衰
え
て
き
た
。
ま
た
、
自
分
自
身
や
自
国
に
誇
り
を
持
つ
こ
と
を
許

さ
な
い
教
育
、
長
引
く
不
況
や
労
働
市
場
の
硬
直
化
等
の
結
果
、
将
来
に
希
望

を
持
て
な
い
若
者
が
急
増
し
て
い
る
。 

  

こ
れ
ら
の
根
本
原
因
は
、
国
家
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど

決
断
で
き
な
い
政
府
の
意
思
決
定
の
仕
組
み
、
す
な
わ
ち
憲
法
そ
の
も
の
に
あ

る
。
そ
の
結
果
、
投
票
権
を
持
た
な
い
将
来
世
代
に
あ
ら
ゆ
る
負
担
と
弊
害
が

先
送
り
さ
れ
て
き
た
。
憲
法
上
、
国
防
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
国
家
の
自
立
が
損
な
わ
れ
た
だ
け
で
は
な
い
。
個
人
の
自
由
に
は

責
任
が
伴
う
こ
と
が
忘
れ
去
ら
れ
、
無
秩
序
な
社
会
が
出
現
し
た
。
家
族
や
地

域
の
絆
が
断
ち
切
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
政
府
へ
の
依
存
を
助
長
し
、
個
人
の

自
立
が
損
な
わ
れ
た
。 

  

我
々
は
、﹁
自
立
﹂﹁
新
保
守
﹂﹁
次
世
代
﹂
の
理
念
の
下
、
国
民
の
手
に
よ
る

新
し
い
憲
法
、
す
な
わ
ち
自
主
憲
法
を
創
り
上
げ
る
。 

 

︻
自
立
︼ 

  

次
世
代
の
党
は
、
﹁
自
立
し
た
国
家
﹂
﹁
自
立
し
た
地
方
﹂
﹁
自
立
し
た
個
人
﹂

を
実
現
す
る
。
福
澤
諭
吉
の
い
う
﹁
一
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
﹂
の
精
神
は
、



 弐 

今
こ
そ
全
国
民
が
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
戦
後
の
高
度
成
長
に
酔
い
痴
れ
、
会

社
や
政
府
に
依
存
す
る
﹁
甘
え
の
構
造
﹂
と
は
訣
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
央
集
権
・
官
僚
支
配
体
制
と
そ
の
規
制
に
守
ら
れ
た
既
得
権
益
を
打
破
す
る

と
と
も
に
、
衆
知
を
集
め
る
﹁
賢
く
強
い
政
府
﹂
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、

個
人
が
将
来
に
希
望
を
持
て
る
社
会
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
。 

 

︻
新
保
守
︼ 

  

次
世
代
の
党
は
、
世
界
最
古
の
皇
室
を
戴
く
﹁
一
国
一
文
明
﹂
と
さ
れ
る
日

本
の
伝
統
的
価
値
や
文
化
に
立
脚
し
、
国
家
と
個
人
を
つ
な
ぐ
社
会
の
最
小
単

位
と
し
て
の
家
族
や
地
域
の
﹁
絆
﹂
の
再
構
築
を
支
援
す
る
。
世
界
情
勢
の
変

化
に
も
柔
軟
か
つ
強
か
に
対
応
す
る
﹁
温
故
創
新
﹂
を
旨
と
し
、
個
人
の
自
由

と
社
会
の
秩
序
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
規
律
あ
る
自
由
な
社
会
を
創

る
﹁
新
し
い
保
守
﹂
の
理
念
を
実
践
す
る
。
他
方
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
衣
を
纏

っ
た
社
会
主
義
思
想
は
排
除
し
、
闘
う
保
守
を
貫
く
。 

 

︻
次
世
代
︼ 

  

次
世
代
の
党
は
、
我
々
の
子
供
や
孫
、
ま
だ
生
ま
れ
ぬ
将
来
世
代
の
視
点
に

立
っ
て
、
戦
後
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
放
置
さ
れ
て
き
た
根
本
問
題
に
真
正

面
か
ら
取
り
組
む
。
医
療
・
年
金
等
、
社
会
保
障
制
度
の
抜
本
改�
革
は
、
世
代

間
格
差
の
是
正
の
た
め
に
も
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
以
来
の
大
福

帳
方
式
︵
現
金
主
義
・
単
式
簿
記
︶
を
温
存
し
た
財
政
制
度
を
発
生
主
義
・
複

式
簿
記
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
理
的
か
つ
戦
略
的
な
国
家
経
営
を
実
現
す

る
。 

  

次
世
代
の
党
は
、
次
世
代
の
た
め
の
新
保
守
政
党
で
あ
り
、
そ
の
基
本
政
策

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

一
、
国
民
の
手
に
よ
る
新
し
い
憲
法
︵
自
主
憲
法
︶
の
制
定 

二
、
自
立
し
た
外
交
及
び
防
衛
力
強
化
に
よ
る
安
全
保
障
体
制
の
確
立
、
集
団

的
自
衛
権
に
関
す
る
憲
法
解
釈
の
適
正
化
、
全
て
の
拉
致
被
害
者
の
早
期

救
出 

三
、
財
政
制
度
の
発
生
主
義
・
複
式
簿
記
化
に
よ
る
﹁
賢
く
強
い
国
家
経
営
﹂

へ
の
転
換 



 参 

四
、
世
代
間
格
差
を
是
正
す
る
社
会
保
障
制
度
の
抜
本
改�
革
、
徹
底
的
な
少
子

化
対
策 

五
、
既
得
権
益
の
打
破
︵
規
制
改�
革
︶
に
よ
る
成
長
戦
略
と
﹁
賢
く
強
い
政
府
﹂

の
実
現 

六
、
安
全
か
つ
安
定
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
︵
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
・
原
子

力
技
術
の
維
持
︶
、
電
源
多
様
化
に
よ
る
脱
原
発
依
存 

七
、
正
し
い
国
家
観
と
歴
史
観
を
持
つ
﹁
賢
く
強
い
日
本
人
﹂
を
育
て
る
教
育 

八
、
地
方
の
自
立
、
﹁
自
治
・
分
権
﹂
に
よ
る
日
本
型
州
制
度
の
導
入� 

 


